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教 育 委 員 会 ５ 月 定 例 会 会 議 録 

 

 

１． 日  時 平成３０年５月２２日(火)午後４時００分～ 

２． 場  所 ウララⅡ（７F） 会議室１ 

３． 出席委員 教 育 長 井 坂   隆 

職務代理者 小 原 芳 道 

委   員 松 延 芳 子 

委   員 今 野 登 喜 子 

４． 委員以外の出席者 

  教 育 部 長  服 部 正 彦  参 事  菊 地 正 和 

教育総務課  平 井 康 裕  学  務  課  元 川  宏 

文化生涯学習課  佐 賀 憲 一  国体推進課  北 島 康 雄 

指 導 課  鶴 田 由紀子  スポーツ振興課主任  赤 澤  学 

   

５． 議  題 

 (1)  議 案 

  議案第２号 土浦市行政組織条例等の一部改正について        （学務課）（非公開） 

  議案第３号 土浦市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部 

改正に対する意見について           （文化生涯学習課）（非公開） 

  議案第４号 平成30年度土浦市一般会計補正予算（第1回）に対する意見について 

                                    （学務課）（非公開） 

  議案第５号 土浦市学区審議会委員の委嘱について                （学務課） 

  議案第６号 土浦市学校給食センター運営審議会委員の委嘱について             （学務課） 

議案第７号 土浦市上大津地区小学校適正配置検討委員会委員の委嘱について     （学務課） 

議案第８号 土浦市社会教育委員（兼生涯学習推進協議会委員）の委嘱について 

（文化生涯学習課） 

議案第９号 土浦市公民館運営審議会委員の委嘱について        （文化生涯学習課） 

議案第10号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施に係る学識経験者 

      の委嘱について                           （教育総務課） 

議案第11号 土浦市職員の分限処分に関する指針に基づく受診命令書の交付について 

                                （教育総務課）（非公開） 

議案第12号 土浦市特別支援教育連携協議会委員の委嘱について            (指導課) 

 

(2) 報告事項 

  ①土浦市小・中学校ＰＴＡ連絡協議会補助金交付要項の一部改正について  （文化生涯学習課） 

  ②土浦市民会館耐震補強及び大規模改造工事設計について                （文化生涯学習課） 

  ③土浦市民ギャラリー美術品収集要綱の制定について                    （文化生涯学習課） 

  ④いきいき茨城ゆめ国体高等学校野球（軟式）競技リハーサル大会〔第66回春季関東地区高等 

学校軟式野球大会〕の開催について                                    （国体推進課） 
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６． 傍聴者  なし 

７． 議事内容 

 

教 育 長   定刻となりましたので、定例会を始めます。 

        傍聴の方はいませんが、議案第２号～４号・11号については非公開でお願いしたい

と思います。 

   それでは、教育長報告事項お願いします。 

――――――４月２６日以降の行事について報告―――――― 

教 育 長   ありがとうございます。 

        それでは、第２号 土浦市行政組織条例等の一部改正について、学務課お願いしま

す。 

 

【議案第 2 号「土浦市行政組織条例等の一部改正について」を協議】（非公開） 

【議案第3号「土浦市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正に対する意見について」を協議】（非公開） 

【議案第 4 号「平成 30 年度土浦市一般会計補正予算（第 1 回）に対する意見につ

いて」を協議】（非公開） 

 

教 育 長   続きまして、議案第５号 土浦市学区審議会委員の委嘱についてお願いします。学

務課。 

学 務 課   定例会資料の24ページをお願いいたします。 

土浦市学区審議会委員の委嘱についてでございますが、学区審議会につきまして

は、教育委員会の諮問に応じて、土浦市立小学校、中学校、義務教育学校、幼稚

園の学区に関する事項を審議・答申することを任務としており、資料の一番下の

部分に記載させていただきました土浦市学区審議会条例第３条の規定に基づきま

して、平成28年６月１日から２年間の任期で委員の方々に委嘱しておりましたが、

今般、任期満了を迎えるに当たりまして、こちらの資料のとおり、委員を委嘱す

るものでございます。 

        なお、米印の７名の方々につきましては、今年度の学校長会の正副会長職の変更、

あるいはＰＴＡの役員交代等の理由によりまして、今回新たに委員となる方々でご

ざいます。 

        また、市議会の常任委員会の数が一つ減ったことに伴いまして、市議会議員の委員

がこれまでの５名から４名に変更となっております。 

教 育 長   ありがとうございます。６月１日から２カ年の委嘱ということ。ございますか。今

高博子さんは茨城県教育財団理事となっていますけれども、これは、例えば土浦

市の男女共同参画の委員長さんですよね。女性団体とか、公安委員とか。公安委

員はもう辞めたんですか。 

小 原 委 員   公安委員は終わったんじゃないですか。 

教 育 長   そうですね。 
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   教育財団の理事ということで記載するということですね。わかりました。 

松 延 委 員   学校とＰＴＡ関係のところですが、上段から５名の方、皆さん一中地区関係なんで

す。偏りがあるかなというふうに感じましたもので、こちらに関しては、市Ｐ連絡

協議会からの選出ということだと思うんですが、出来れば各地区から上がってくる

ような形が望ましいのかなと思いました。 

学 務 課   今ご指摘いただいた件につきましては、各団体からの選出ということになっており

ますので、ただいまのご意見は今後の参考として承りたいと思います。ありがと

うございます。 

教 育 長   そうですよね。黒澤先生も小祝先生も久保田先生も、たまたまでしょうがみんな一

中。 

教 育 部 長   結論から言うとたまたまなんですけれども、地区を横断して考えていただけるとい

うことで人選していますので、それはご理解いただくしかないかなと。ご案内のと

おり、地区のほうが一番詳しいとは思いますが、そういう組織の代表者ですので、

横断的な配慮を持って臨んでいただけるというふうに期待しておりますので、よろ

しくお願いします。なかなか難しいですよね。これをバランスよく選出するのには。 

教 育 長   それでは、次、学校給食センター運営審議会委員の委嘱について、これも学務課お

願いします。 

学 務 課   資料の28ページをお願いいたします。 

        土浦市立学校給食センター運営審議会委員の委嘱についてでございます。学校給食

センター運営審議会につきましては、教育委員会の諮問に応じまして、給食センタ

ーの運営に関する重要事項について、調査、審議するもので、先ほどと同様、資料

の一番下の部分に記載させていただいております土浦市立学校給食センター条例第

４条の規定に基づきまして、平成28年６月１日から２年間の任期で、委員の方々に

委嘱しておりました。この度、任期満了を迎えるに当たりまして、資料のとおり、

委員を委嘱するものでございます。先ほどと同じく米印の２名が今回新たに委員と

なる方々でございます。 

また、先ほどの学区審議会の委員と同様に、市議会の常任委員会の数が一つ減っ

たことに伴いまして、市議会議員の委員の数がこれまでの４名から３名に変更と

なっております。 

教 育 長   これもＰＴＡ代表が二中地区になっていますが。よろしいですか。 

        次は、第７号 上大津地区小学校適正配置検討委員会委員の委嘱について、学務課

お願いします。 

学 務 課   資料の32ページをよろしくお願いします。 

        土浦市上大津地区小学校適正配置検討委員会委員の委嘱についてでございます。本

検討委員会につきましては、上大津地区小学校の適正な配置について検討するもの

で、資料の下の部分にございます土浦市上大津地区小学校適正配置検討委員会設置

要綱第３条の規定に基づきまして、上大津地区小学校の適正な配置に関することを

提言する日までを任期としまして、平成29年11月17日から委嘱しております。この

度、小中学校の代表者の区分におきまして、本年４月の教職員の人事異動により、

菅谷小学校の校長先生が黒沢校長から平田校長に変わりましたので、委員が１名変
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更となるものでございます。 

教 育 長   学校長の人事異動ということでよろしいですか。 

小 原 委 員   はい。 

教 育 長   ありがとうございます。 

        続いて８号議案で、社会教育委員、これは生涯学習推進協議会委員も兼ねるの委嘱

について、お願いします。文化生涯学習課。 

文化生涯学習課   資料36ページをごらんいただきたいと思います。 

        土浦市社会教育委員兼生涯学習推進協議会委員の委嘱でございます。現在の社会教

育委員、本年５月31日をもちまして任期満了を迎えるものでございます。次のペー

ジの37ページのほうに資料をつけさせていただいております。土浦市社会教育委員

条例第３条第１項の規定に基づきまして、第１号、学校教育及び社会教育の関係者、

第２号、家庭教育の向上に資する活動を行う者。第３号、学識経験のある者の中か

ら、教育委員会が委嘱することになるものでございます。 

        36ページにお戻りいただきたいと思います。 

        次期委員の案につきましては、中ほどの表の名簿のとおりでございます。氏名の左

に米印をつけさせていただいている方が新任の方でございます。各団体のほうから

次期委員の推薦をいただいたものでございます。 

なお、次期委員の任期につきましては、平成30年６月１日から平成32年５月31日

までの２年間となってございますが、充て職でお願いをしているところにござい

ましては、交代があった場合は残りの任期でお願いをするというようなものでご

ざいます。 

教 育 長   ただいまの説明で、ご質問等ございますか。よろしいですか。ありがとうございま

す。 

        続いて、議案第９号 公民館運営審議会委員の委嘱について、文化生涯学習課長。 

文化生涯学習課   続きまして、40ページのほうをごらんいただきたいと思います。 

        土浦市公民館運営審議会委員の委嘱でございます。現在、公民館の運営審議会委員

が平成30年５月31日をもって任期満了を迎えるものでございます。 

        次の41ページのほうに資料のほうをつけさせていただいてございます。 

        公民館運営審議会委員につきましては、土浦市立公民館条例の第４条第３項の規定

によりまして、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行

う者、学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱をするものでございます。 

        40ページのほうにお戻りいただきたいと思います。 

        次期委員の案につきましては、中ほどの名簿のほうの委員とさせていただいてござ

います。同じく、氏名の左側に米印のある方が新任の方々でございます。こちらも

各団体から次期委員の推薦をいただいているものでございます。 

委員の任期につきましては、平成30年６月１日から平成32年５月31日までの２年

間をお願いするものでございます。 

教 育 長   ありがとうございます。ただいまの説明について。 

松 延 委 員   ６番の下川直美さん、女性ネットワーク委員会の書記ではなく、副委員長となりま

す。 
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教 育 長   女性ネットワークの書記という役職はなくて、副委員長ということですね。そのほ

かございますか。よろしいですか。ありがとうございます。 

続きまして、議案第10号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評

価の実施に係る学識経験者の委嘱について、教育総務課お願いします。 

教育総務課   定例会資料のほうは44ページをお願いいたします。 

        平成29年分の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価における学識

経験者の委嘱についてでございます。こちらは毎年実施しているものですけれども、

下に参考としまして法律の抜粋をしてございますが、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第26条第２項の規定に基づく点検及び評価における学識経験者につき

まして、土浦市教育委員会における点検及び実施要綱第５条から第７条の規定に基

づきまして、表のとおり委員を委嘱するものでございます。 

表の記載の皆様にお願いしたいと考えておりますが、お名前の頭に米印をつけて

ございます。こちらの委員は今回委嘱する方でございます。まず、２番目の土浦

市社会教育委員会議長の田上 顕様でございます。先ほど、議案第８号におきま

して説明がありましたように、社会教育委員会の任期が５月末までとなりますが、

教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の学識経験者の任期につ

きましては、本年７月８日までの任期となりますことから、ご本人に対しまして

改めてお伺いを立てたところ、引き続き引き受けていただくということになりま

したので、土浦市社会教育委員会議長の職はご勇退されますけれども、再任、継

続としまして、任期につきましては、本年７月９日から２年間お願いをするもの

でございます。 

        続きまして、３番目の塚﨑康志様でございますが、こちらはこれまでＰＴＡ連合会

の会長経験者にお願いしておりましたことから、昨年の会長であります塚﨑氏に打

診をしたところ、ご了承いただいたため、前任者の古川美香様の在任期間をお願い

するものでございます。 

        なお、１番目の茨城大学教育学部教授の小野寺様には任期中ということで、この３

名の方に今回、点検評価をお願いしたいと考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 

        なお、今後のスケジュールにつきましては、来月６月の定例会におきまして素案の

説明させていただいた上、学識経験者のヒアリングを７月に３回程度開催を予定し

てございます。それを受けまして、８月の定例会に議案として提出をさせていただ

きまして、議決後に９月の市議会において議員に配付をさせていただくとともに、

広く公表したいと考えております。 

教 育 長   ありがとうございます。点検評価、教育委員会の事業に対する点検評価の委員の委

嘱ということでございます。ご質問ございますでしょうか。よろしいですか。あ

りがとうございます。 

        それでは、議案11号は飛ばして、議案12号 土浦市特別支援教育連携協議会委員の

委嘱についてお願いします。指導課長。 

指 導 課   50ページお願いいたします。 

        土浦市特別支援教育連携協議会委員の委嘱についてでございます。50ページの一番
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下にお示ししております連携協議会設置要綱第３条第１項から第３項の規定に基づ

きまして、土浦市特別支援教育連携協議会の委員につきまして、平成30年４月１日

から平成32年３月31日までの２年間の任期により下の表のとおり委嘱をいたします。

名前の頭に米印が入っている方が新しい委員でございます。なお、表の一番下にご

ざいます石川様、役職が抜けておりますが、にれの木の代表理事でございます。こ

こにあるさまざまな機関、さまざまな方々、文字どおり連携しまして、特別な配慮

が必要なお子さん、保護者に対する支援を充実させてまいりたいと考えております。

なお、連携協議会は年間２回予定しております。 

教 育 長   土浦市特別支援教育連携協議会委員の委嘱についての説明でご質問ございますでし

ょうか。よろしいですか。 

        それでは、議案の11号を残して終わりましたので、報告事項①ＰＴＡ連絡協議会要

項の一部改正について、お願いします。 

文化生涯学習課   資料51ページのほうをお願いいたします。 

        土浦市小・中学校ＰＴＡ連絡協議会補助金交付要項の一部改正でございます。改正

の趣旨でございますが、同協議会が開催しております「世界名曲鑑賞のつどい」に

つきまして、５月６日に開催されました同協議会の総会におきまして、名称を「ミ

ュージックフェス土浦」に変更することになったことから、要項の一部を改正する

ものでございます。 

        資料53ページのほうをお開きください。 

        このうち、資料一番下のほうでございますが、別表のところでございます。「名曲

鑑賞のつどい」の開催とあるところを「ミュージックフェス土浦」の開催に変更す

るほか、既に廃止をしております土浦市小・中学校ＰＴＡ連絡協議会の運営の部分

を削除するものでございます。 

教 育 長   ありがとうございます。「名曲鑑賞のつどい」が「ミュージックフェス」にかわる

ということに関する改正ということですけれども、よろしいでしょうか。ありがと

うございます。 

        続きまして、今度は②土浦市民会館耐震補強及び大規模改造工事設計について、文

化生涯学習課長、お願いします。 

文化生涯学習課   資料54ページをお願いしたいと思います。 

        土浦市民会館耐震補強及び大規模改造工事設計でございます。市民会館の耐震補強

や施設の延命化につながる改修の実施につきまして、こちら概要のところの上から

３行目のところでございますが、３月というようなことでなっておりますが、正し

くは２月の定例会でございます。訂正をお願いいたします。 

        ２月の定例会で中間報告をさせていただいております。このたび、実施計画の内容

がまとまってまいりましたので、変更があった点についてご説明をさせていただき

たいと思います。別添の資料３、土浦市民会館耐震補強及び大規模改造工事設計と

いう資料のほうをごらんいただきたいと思います。 

表紙をめくっていただいて１ページでございます。こちら左側の図のほうでござ

いますが、赤い波線で示させていただきました。工事の際の仮囲いをさせていた

だく部分に赤い波線のほうをつけさせていただきました。市民会館建物の南側駐
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車場前面の部分と東側の進入路の片側の部分、中央分離帯付近まで囲う予定でご

ざいます。 

        耐震補強の部分の変更でございますが、こちら緑色で示しておりますバットレス壁

補強でございますが、東側及び西側に以前は２カ所ずつというものだったものを、

東側が緑の壁が４本東西方向に延びているものになっております。こちら４本にふ

やしたものと、さらに北側に赤い格子で示しております、こちらが耐風はり補強を

追加することでより強固なものにするものでございます。 

        ２ページのほうをごらんいただきたいと思います。 

        左下、改修スケジュールでございます。赤い部分で示しております利用開始時期で

ございます。工事期間が３月末まででございまして、備品等の搬入など準備作業が

４月に入ってからになってしまうことから、利用開始時期につきましては、４月末

から５月初めのころになる予定となっております。 

        続きまして、３ページのほうをごらんいただきたいと思います。 

        こちら、１階部分の平面図でございます。図面の左側の下のほう、紫色の小さい四

角になってございます。こちらがエレベーターでございますが、このエレベーター

とすぐ上の第３会議室の間の所でございます。こちらに会議室に降りるための車椅

子用のスロープを設置するものでございます。 

また、会議室利用者のためのトイレのほうでございますが、車椅子でも利用可能

なスペースを広めに取ったゆったりトイレを設置する予定でございます。トイレ

の数につきましては、前回と変更はなくつくりたいと思っております。 

        続きまして、４ページをごらんいただきたいと思います。 

        こちら、２階部分の平面図でございます。図面左下、赤で示してございます。こち

ら消防用のキャットウォークでございます。災害時に正面ガラスを割って消防隊が

進入するものでございますが、前回、大ホールのほうまで大きく延びているもので

ございました。しかし、複数方向から進入口を設けたほうがいいということから、

東西の屋外階段、こちらから上がってきた扉を水圧によって開錠できる扉のほうに

変更したり、上の方向、下側の小ホールの楽屋の窓を、今明かり取りの小さなもの

なんですけれども、それを腰高の人が入れる程度の大きさに変更することで、東西

南北の４方向から進入路を確保しまして、その分キャットウォークのほうを小さく

しまして、平常時の景観に配慮をするというものでございます。 

        続きまして、５ページは３階の平面図となりますけれども、こちらは大きな変更点

はございません。 

        続きまして、６ページをお願いいたします。 

        工事に伴います桜の木の伐採でございます。青い枠で囲まれました12本の桜でござ

いますが、耐震補強及び駐輪場等の整備に支障となることから、伐採せざるを得な

いものでございます。右側に写真が載ってございますが、樹勢のほうも余りよろし

くないような状態で、移植等はなかなか難しいというようなものでございます。 

        表紙のほうに戻っていただきまして、表紙のパースでございます。こちら、東側に

ある広い第１駐車場から見たような形になっているものでございます。外観の変更

点でございますバットレス壁補強、東側のほうに出ている４枚の壁になっているも
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のでございます。これと、北側、バットレス壁の右側のところに小さく見えますけ

れども、２階、３階部分に耐風はり補強が乗っているものでございます。こちらで

外観のほうのイメージが見えるかと思います。工事の変更点、説明は以上でござい

ます。 

教 育 長   市民会館の改修工事に関する説明でしたが、ご質問等ございますでしょうか。よろ

しいですか。小原委員、大丈夫ですか。大分細かいので。 

        それでは、続きまして、③市民ギャラリーの美術品収集要綱の制定について、文化

生涯学習課お願いします。 

文化生涯学習課   資料55ページをお願いいたします。 

        土浦市民ギャラリー美術品収集要綱の制定でございます。市民ギャラリーにおきま

して、美術品等の寄贈、寄託を受ける際に、学識経験者の意見を必要とすることか

ら、市民ギャラリーの美術品収集要綱を制定をいたしまして、収集検討委員会を設

置したいというものでございます。こちらにつきましては、施行は６月１日とさせ

ていただきたいと思います。なお、収集検討委員につきましては、教育長が委嘱す

るということとさせていただいております。この後、ご相談をさせていただきまし

て、決まり次第、定例会のほうで報告のほうをさせていただきたいと思います。要

綱等、詳細につきましては、56ページから59ページのほうとなっております。 

教 育 長   新しくできたギャラリーへ絵とか美術品を寄贈したいというような方とか、これは

新しく買う場合も該当する。 

文化生涯学習課   はい。 

教 育 長   そういうことで、要綱が今ないんですね。ないから新しくつくるということでござ

います。ご質問等ございますでしょうか。これ結構、私の持っているものをみたい

な、どれを選んでいいかというのは、客観的な指標がないといけないということも

含めての要綱制定ということです。 

小 原 委 員   これ、予算はあるんですか。毎年収集する予算。 

文化生涯学習課   現在のところは、予算のほうは確保してございません。 

小 原 委 員   してないのに、こういう委員会をつくるわけ。 

文化生涯学習課   寄贈という形で。 

小 原 委 員   寄贈が中心。 

文化生涯学習課   そういった方が非常に多くありまして、ただ、どうしても収蔵庫のほうも限られ

た場所がございまして、全てを受け入れるということはなかなか難しいというよう

な状況でございまして、そちらのほうを確認させていただきたいと。 

小 原 委 員   寄贈は誰でも受け入れるわけではないんですね。今までもやっぱり選別していたわ

けですか。今までは誰がやっていたんですか。今までも結構あるでしょう。 

教 育 部 長   渡辺浩三さんとか、そういった有名な画家の方について遺族から寄贈を受けるとい

うことで、一定の評価を得ている方について協議して寄贈を受けたということはあ

ろうかと思います。現在、基本的には博物館に今まで収蔵していたというところな

んですが、ギャラリーもできたということで、新たな施設がお目見えしたものです

から、一挙に、できれば私の作品を寄附したいという……。 

小 原 委 員   受け入れられるようになったということですか。 
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教 育 部 長   お話も増えてきたものですから、そこでどなたのものをどういうふうに価値を見出

して寄贈いただくかという必要性が今まで以上に増してきたものですから、こうい

う要綱をつくって、まずは美術品を見る目を持った方に選考をお願いしたいという

ふうに考えてございます。よろしいですか。 

教 育 部 長   あとは、購入の部分はまた別途。 

教 育 長   ありがとうございます。続きまして、国体関係で国体推進課。 

国体推進課   資料は60ページになります。 

        いきいき茨城ゆめ国体高等学校野球（軟式）競技リハーサル大会の開催について、

説明させていただきます。ご案内のとおり、リハーサル大会でございますが、来年

に控えた国体本大会において、各競技を運営するに当たり、万全を期すことを目的

に実施するものでございます。 

        国体の本市開催競技の一つ、高等学校野球軟式競技のリハーサル大会でございます

が、今週末25日金曜日から28日月曜日までの４日間で開催されます。表題の括弧書

きの中にもございますが、第66回春季関東地区高等学校軟式野球大会のうち、変則

となるんですけれども、日時の欄の米印の部分に記載のとおり、大会の２日目以降

の３日間、トーナメント表で言いますと、２回戦以降の試合となるんですけれども、

そのうちＪ：ＣＯＭスタジアムで行われる試合をリハーサル大会として位置づけ、

開催するものでございます。 

        次ページに詳しい大会要項がございますが、この大会は１都６県の予選を勝ち抜い

た16校が出場するトーナメント方式の大会でございまして、茨城県からは、下館第

一高等学校、茗渓学園高等学校、東洋大附属牛久高等学校の３校が出場いたします。

国体本番さながらの熱戦が繰り広げられますので、お忙しい中とは存じますが、ぜ

ひＪ：ＣＯＭスタジアムに足を運んでいただき、高校生の一生懸命なプレーにご声

援をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

        なお、本市開催のその他の競技のリハーサル大会でございますが、相撲と水球は８

月に、軟式野球の成人の部は11月に予定してございます。近くなりましたら、また

改めて委員会でご案内させていただきたいと思います。 

教 育 長   ありがとうございました。国体リハーサルの件でございます。これ、全部じゃなく

て、ピックアップした試合がリハーサル大会になるということですね。 

国体推進課   今回、３開場、龍ケ崎と美浦の球場もあるんですが、そのうちＪスタでまず行われ

るものということと、あと、国体本大会では、各ブロックを勝ち上がってきた10校

が参加するんですが、今回16校参加ということで、国体の本番より大きい大会をリ

ハーサル大会に充ててはいけないというような事情もございまして、２回戦以降と

いうことでございます。 

教 育 長   開会式はどうするんですか。開会は24日にやるんですよね。 

国体推進課   開会式は24日４時から予定しておりますが、特にご参列いただくとか、そういった

ことはございませんので、そこに合わせてということではなくて、ぜひ試合のほう

を観戦いただければと思います。 

教 育 長   そういうことでございます。よろしいですか。ありがとうございます。 

        その他ございますか。 
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文化生涯学習課   先ほど、美術品のほうの収集の関係で話題がございました土浦市の収蔵美術品で

ございます渡辺浩三さんの作品、５月22日から市民ギャラリーのほうで美術品展を

開催させていただきます。ぜひご覧いただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

教 育 長   もうやっているんでしょ。今日から始まっている。 

教 育 部 長   ぜひともお帰りに時間があればのぞいていただければ。 

教 育 長   次回の日程についてお願いします。 

教育総務課   ６月の定例会につきましては、第４火曜日が26日となっておりますので、６月26日

火曜日午後４時からということでお願いできればと思います。臨時会が６月４日の

夕方５時から、定例会は６月26日火曜日の４時からということでお願いいたします。 

教 育 長   それでは、議案11号よろしくお願いします。 

 

【議案第 11 号「土浦市職員の分限処分に関する指針に基づく受診命令書の交付に

ついて」を協議】（非公開） 

 

教 育 長   では、以上で終わります。ありがとうございました。 

 

 


